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健康経営優良法人 2020の申請受付について 

 

 

健康経営優良法人認定制度につきましては、地域の健康課題に即した取組や日本健康

会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中

小企業等の法人を顕彰する制度として、2017年度に開始されたものであり、その創設・

運営にあたっては、本会として積極的に協力してきたところです。（平成 28年 11月 28

日（地Ⅲ191）にてご案内済み） 

今般、経済産業省より、健康経営優良法人 2020の選定、申請受付に関し、別添１のと

おりプレスリリースがなされましたので取り急ぎご連絡申し上げます。 

2020年度の認定基準は別添２のとおりであり、次世代ヘルスケア産業協議会健康投資

ワーキンググループ（本会からは今村副会長が参画）の議論を踏まえ、中小規模法人部

門について、取組の質の向上を図る観点から、適合項目数の基準が設けられるなどの変

更がなされております。 

また、中小規模法人部門の申請書の一部電子化が図られるとともに、申請方法の変更

がなされており、詳細につきましては、経済産業省ホームページ（以下 URL）をご参照

下さい。 

なお、本制度につきましては、医療法人ならびに医師会の申請も可能となっており、

毎年、認定を受けている医療法人・医師会数も増えております。 

本会といたしましては、医療界自ら前向きに「予防・健康づくり」に取り組む姿を見

せていくうえで、同制度への申請数また認定数を更に増加させていくことが重要である

と考えております。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管内郡市区医

師会、関係団体等に対する周知方について、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

［経済産業省ホームページ］ 

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin_shinsei.html 
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「健康経営銘柄2020」「健康経営優良法人(大規模法人部門)2020」の選定に向け

経済産業省
A4inistl'yofεCon011乃、,7i'adeand lhdustry

「健康経営銘柄2020」「健康経営良法人(大規模法人部門)2侃0」の選定
に向けた令和元年度健康経営度調査を実施します

2019年8月30日

トのづし/

経済産業省は、昨年度に引き続き、東京証券取引所と共同で、従業員の健康管理を経営的な
視点で考え、戦略的に取り組む上場企業を、原則1業種1社「健康経営銘柄2侃0」として選定し
ます。

また、日本健康会:と共同で、上場企業に限らず大規模法人のうち保険者と連携して優良な
健康経営を実践している法人にっいて、「健康経営優良法人(大規模法人部門)2020」(※1)とし
て認定します。
これに先立ち、8月30日に、法人の健康経営の取組状況と経年での変化を把握・分析すること
を目的として「令和元年度健康経営度調査」を発送・公開します。

本調査の結果は、「健康経営銘柄2020」の選定や「健康経営優良法人(大規模法人部門)2020」
の認定に活用されるほか、全回答法人に評価結果サマリーを送付します。

※1これまで健康経営優良法人(大規模法人部門)全体を通称「ホワイト500」としていましたが、健康経営
良法人2020から、健康経営良法人(大規模法人部門)認定法人の中で、健康経営度調査結果

の上位500法人のみを通称「ホワイト500」として認定します。

/:宇'・ービス
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1.健康経営銘柄及び健康経営優良法人(大規模法人部門)とは

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企
業理念に基づき、従業=への健康投資を行うことは、従業=の活力向上や生産性の向上等の
組織の活性化をもたらし、結果的に業向上や株価向上につながると期待されています。
そこで、令和元年度「成長戦略実行計画」に基づいた取組のーつとして、東京証券取引所の上
場会社の中から、特に優れた「健康経営」を実践している法人をりーディングカンパニーとして
「健康経営銘柄」1こ選定し、長期的な視点からの企業価値の向上を重視する投資家にとって魅
力ある上場企業として紹介をすることで、「健康経営」の取組の促進を図ります。
また、上場企業に限らず、保険者と連携して優良な健康経営を実践している大規模法人を顕彰
する「健康経営優良法人(大規模法人部門)」の認定を行っています。本.定は、経済界・医療

銘柄
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「健康経営銘柄2020」「健康経営良法人(大規模法人部門)2020」の選定に向け

関係団体・自治体のりーダーから構成される日本健康会議(※2)と共同で実施し、健康経営実
践法人の拡大を図るものです。

今7、.とは、少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人ひとりの健康寿命延伸※2日'・琵 ξ'

と適正な医゜'1こついて、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために組
・'された活動体です。経済団体、医団体、保険者などの民間組や自治体が連携し、職、地域
で具体的な対応策を実現していくことを目的としています。

2.健康経営度調査の活用について

https://W工刃W.meti.go.jp/press/2019/08/20190830007/20190830007.html

健康経営銘柄の選定及び健康経営優良法人(大規模法人部門)の認定は、経済産業省が実施
する「令和元年度健康経営度調査」(委託先.株式会社日経りサーチ)の調査結果を用います
ので、健康経営銘柄選定及び健康経営優良法人(大規模法人部門)認定を目指す法人は必ず
御回答ください。

また、本調査に回答頂いた全法人に対して、評価結果サマリーを送付します。本サマリーには
業界における各社の健康経営の実践レベル、評価すべき項目、今後見直しが必要な項目等を
記載しており、今後健康経営を進めていく上で必要な情報が盛り込まれています。このため、調
査票に未記入の項目があっても是非御提出ください。

調査票への回答方法等、調査に関する詳細は、経済産業省HPをご覧いただくか、調査委託
先:株式会社日経りサーチまでお問い合わせ願います。

3.今後のスケジュール

調査期間
令和元年8月30日(金曜日)~令和元年10月Ⅱ日(金曜日)

評価結果サマリー送付
令和元年Ⅱ月中旬(予定)

健康経営優良法人(大規模法人部門)申請受付
令和元年Ⅱ月中旬~下旬(予定)

認定時期
令和2年2月下旬~3月上旬(予定)

経済産業省HP

爺きについて''

健康経営銘柄について

毛'_▲1こついて氏

お問い合わせ先

株式会社日経りサーチ豊

担当:コンテンツ事業本部編集企画部矢部、小山、原)

「健康経営」ほ、NP0法人健康経営研究会の登録商です。
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「健康経営銘柄2020」「健康経営優良法人(大規模法人部門)2020」の選定に向け

担当

経済産業省商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課長西川

担当者:丸山、紺野、飯森

電話:03-3501-1511(内線4041~3)
03-3501-1790(直通)
03-3501-0315 (FAX)

Adobe

Aaobみt Re3der
ンロード Adobeサイトへ臼
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日本健康会議において健康経営優良法人2020(中小規模法人部門)の申請受付

経済産業省
A4mistryof'conomy7)'ade即dlnduS訂y

日本健康会、において健康経営
受付が開始されました

2019年8月30日

砂のづし/ ^、 ・ービス

経済産業省では、次世代へルスケア産業協'会健康投資ワーキンググループ(日本健康会議
ワーキンググループ合同開催)1こおいて、健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」すべ
<、「健康経営優良法人認定制度」の設計を行い、本制度を運営する日本健康会議において、
「健康経営優良法人」を認定しています。本日、日本健康会'において、「健康経営優良法人
2020(中小規模法人部門)」の認定申請の受付が開始されましたのでお知らせします。

1.健康経営とは

「健康経営」とは、従業等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企
業理念に基づき、従業への健康投資を行うことは、従業の活力向上や生産性の向上等の
組織の活性化をもたらし、結果的に業や株価の向上につながると期待されてぃます。

2.健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会'(※Dが進め
る健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人
を顕彰する制度です。

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業や求職者、関係企業や金融
機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」とし
て社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目的としています。

また、本制度は、日本健康会議の「健康なまち・職場づくり2020」の宣言4「健康組合等保険者と
連携して健康経営に取り組む企業を500社以上とする。」及び宣言5「協会けんぽ等保険者や商
工会議所等のサボートを得て健康宣言等に取り組む企業を3万社以上とする。」を達成するた
めの一助となることも目的としています。

なお、「健康経営優良法人2019(中小規模法人部門)」には2502法人(令和元年8月1日現在)が
認定されています。

3.健康経営優良法人の認定について

本制度では、中小規模の法人を対象とした「中小規模法人部門」と、規模の大きい法人を対象
とした「大規模法人部門(※2)」の2つの部門に分け、それぞれの部門で「健康経営優良法人」
を認定します。

2020年度の認定は、日本健康会:に設置される認定委員会において申請の審査を行った上
で、令和2年2月下旬~3月上旬ごろに発表する予定です。

2019川8/30

良法人2侃0(中小規模法人部門)の申請

Page l of2

https://、¥MN.meti.go.jPゆress/2019/08/20190830005/20190830005.html



日本健康会議において健康経営優良法人2侃0(中小規模法人部門)の申請受付

本日、本制度を運営する日本健康会議において、「健康経営優良法人2020(中小規模法人部
門)」の認定申請書の受付が開始されましたのでお知らせします。

4.今後のスケジュール

0申請期間

令和元年8月30日(金曜日)~令和元年10月31日(木曜日)

0認定時期

令和2年2月下旬~3月上旬(予定)

経済産業省HP

お問い合わせ先

株式会社日経りサーチ連絡先

人

(担当コンテンツ事業本部編集企画部矢部、小山、原)

※1日本健康会議とは、少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人ひとりの健康寿
命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を
行うために組織された活動体です。経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が
連携し、職場、地域で具体的な対応策を実現していくことを目的としています。
(http:/nくenkokaigi.jp/abouvindex.htmD

※2大規模法人部門に申請できる法人は、経済産業省が実施している「令和元年度健康経営
度調査」に御回答いただいた法人に限られます。
申請受付開始はⅡ月中旬を予定しています。

※3「健康経営」ほ、NP0法人健康経営研究会の登録商標です。

担当

商務・サービスグループヘルスケア産業課長西川
担当者:丸山、紺野、飯森

電話.03-3501-1511(内線4041~3)
03-3501-1790(直通)
03-3501-0315 (FAX)

人の誌について

について

Page 20f2

kenkou'imU 11ikkei・r.CO

https://瑚VW.meti.go.jp/press/2019/08/20190830005/20190830005.html 2019/08/30

一
{



大項
目 中項目 小項目 評価項目

認定要件
銘柄・ホワイト500 大規模

１．経営理念(経営者の自覚)
健康宣言の社内外への発信（アニュアルレポートや統合報告書等での発信） 必須

①トップランナーとして健康経営の普及に取り組んでいること 必須 左記①～⑯のう
ち12項目以上

２．組織体制
経営層の体制 健康づくり責任者が役員以上

必須
保険者との連携 健保等保険者と連携

３
．
制
度
・
施
策
実
行

従業員の健康
課題の把握と
必要な対策の

検討

健康課題の把握

②定期健診受診率（実質100％）

左記②～⑯のう
ち12項目以上

左記①～⑯のう
ち12項目以上

③受診勧奨の取り組み

④50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

対策の検討 ⑤健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定
（※「健康経営優良法人2021」の認定基準では必須項目とする）

健康経営の実践
に向けた基礎的
な土台づくりとワー
クエンゲイジメント

ヘルスリテラシーの向上 ⑥管理職又は従業員に対する教育機会の設定
※「従業員の健康保持・増進やメンタルヘルスに関する教育」については参加率（実施率）を測っていること

ワークライフバランスの推進 ⑦適切な働き方実現に向けた取り組み

職場の活性化 ⑧コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み

病気の治療と仕事の両立支援 ⑨病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み(⑯以外)

従業員の心と
身体の健康づくり

に向けた
具体的対策

保健指導 ⑩保健指導の実施及び特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み
※「生活習慣病予備群者への特定保健指導以外の保健指導」については参加率（実施率）を測っていること

健康増進・
生活習慣病予防対策

⑪食生活の改善に向けた取り組み

⑫運動機会の増進に向けた取り組み

⑬女性の健康保持・増進に向けた取り組み

感染症予防対策 ⑭従業員の感染症予防に向けた取り組み

過重労働対策 ⑮長時間労働者への対応に関する取り組み

メンタルヘルス対策 ⑯メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み

受動喫煙対策 受動喫煙対策に関する取り組み
必須

取組の質の確保 専門資格者の関与 産業医又は保健師が健康保持・増進の立案・検討に関与

４．評価・改善 取組の効果検証 健康保持・増進を目的とした導入施策への効果検証を実施 必須
５．法令遵守・リスクマネジメント（自主申告）
※「誓約書」参照

定期健診の実施、健保等保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施、50人以上の事業場にお
けるストレスチェックの実施、従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反をしていないこと、など 必須

健康経営銘柄2020選定基準及び健康経営優良法人2020（大規模法人部門）認定基準

hayashi
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健康経営優良法人2020（中小規模法人部門）認定基準
大項目 中項目 小項目 評価項目 認定要件

１．経営理念(経営者の自覚) 健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診 必須

２．組織体制 健康づくり担当者の設置 必須

３
．
制
度
・
施
策
実
行

従業員の健康課題
の把握と必要な
対策の検討

健康課題の把握

①定期健診受診率(実質100％)

左記①～④
のうち

２項目以上

左
記
①
～
⑮
の
う
ち
７
項
目
以
上

②受診勧奨の取り組み

③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

対策の検討
④健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定
（※「健康経営優良法人2021」の認定基準では必須項目とする）

健康経営の実践に
向けた基礎的な
土台づくりと

ワークエンゲイジメント

ヘルスリテラシーの向上 ⑤管理職又は従業員に対する教育機会の設定

左記⑤～⑧
のうち

少なくとも
１項目

ワークライフバランスの推進 ⑥適切な働き方実現に向けた取り組み

職場の活性化 ⑦コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み

病気の治療と仕事の両立支援 ⑧病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み(⑮以外)

従業員の心と身体の
健康づくりに向けた
具体的対策

保健指導 ⑨保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み

左記⑨～⑮
のうち

３項目以上

健康増進・
生活習慣病
予防対策

⑩食生活の改善に向けた取り組み

⑪運動機会の増進に向けた取り組み

⑫女性の健康保持・増進に向けた取り組み

感染症予防対策 ⑬従業員の感染症予防に向けた取り組み

過重労働対策 ⑭長時間労働者への対応に関する取り組み

メンタルヘルス対策 ⑮メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み

受動喫煙対策 受動喫煙対策に関する取り組み 必須

４．評価・改善
保険者へのデータ提供
（保険者との連携）

(求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データの提供 必須

５．法令遵守・リスクマネジメント（自主申告）
※誓約書参照

定期健診の実施、健保等保険者による特定健康診査・特定保健指導の実
施、50人以上の事業場におけるストレスチェックの実施、従業員の健康管理に
関連する法令について重大な違反をしていないこと、など

必須
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